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１．はじめに

　本稿は，教員養成系大学・学部および教職課程に勤
務する大学の教員・職員の専門性開発・能力開発をめ
ぐり，教職協働に焦点をあて，論ずるものである。筆
者らは，10年に及ぶ期間，教員養成の高度化にかか
わり，教員養成開発連携センター研修・交流支援部
門（2020年度より研修・交流支援プロジェクトと改
称）において「教員養成ならでは」の大学教職員の専
門性開発，研修活動にあたってきた。これはHATOプ
ロジェクトと呼ばれる文部科学省の国立大学改革強化
推進補助金事業の支援を受けて，北海道教育大学・愛
知教育大学・東京学芸大学・大阪教育大学という比較
的規模の大きい教員養成単科大学が連携して，取り組
んできたプロジェクトの一部門・プロジェクトの活動
である。正式名称は，「大学間連携による教員養成の
高度化支援システムの構築―教員養成ルネッサンス・
HATOプロジェクト―」であり，略してHATOプロジ
ェクトと呼ばれてきた。HATOとは，4大学の頭文字
をとったものである。HATOプロジェクトには，IR

（Institutional Research）部門，研修・交流支援部門及
び先導的実践プログラム部門の3部門が置かれ，教員
養成をめぐる今日的課題に取り組んできた。
　本稿では第１章「はじめに」（担当：下田）に続き，
第２章において，大学教職員の専門性開発にかかわる
高等教育政策の展開と「教職協働」について概観す
る（三石・望月）。本研究が対象とする活動は，大学
の世界では一般にFaculty Development（ＦＤ），Staff 

Development（ＳＤ）と呼称されている。第３章に本

稿の研究目的を述べ（下田），第４章に研究方法をま
とめる（荒巻）。第５章に分析結果を整理し（荒巻），
第６章に総合考察をおさめ（下田），第７章に今後の
展望を整理する（松田）。
 （下田誠）

２．大学教職員の専門性開発をめぐる高等教育政策の

展開と「教職協働」

２．１　大学管理運営の機能分担と教職協働
　1980 年代，日本においては欧米の大学教授法研究
の進展を受けながら，高等教育機関の大学教育改善の
取り組みの一環としてFaculty Development（以下ＦＤ
と略す）が，臨時教育審議会（1984-1987）等で検討
されはじめた。それはアメリカのＦＤ制度導入の約20
年遅れになっていたという１。
　1991年の大学審議会答申では「ファカルティ・ディ
ベロップメント」の必要性をはじめて提言し，1997年
の大学審議会答申「高等教育の一層の改善について」
において，大学におけるＦＤの組織的取組みに言及し，
ＦＤの推進を強く推奨した。続いて，1998年大学審議
会答申「21世紀の大学像と今後の改革方策について―
競争的環境の中で個性が輝く大学―」でＦＤの実施を

「努力義務」とすることを提言したことにより，ＦＤ
活動は全国に広がった。
　同時に，大学の管理運営に関して「全学の意思決定
の基本的な枠組み」の検討の必要性が指摘され，教員
と職員の役割分担の必要性も提起された。つまり，「教
授等が学内の各種会議に大変多くの時間を取られ，本
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務である教育研究活動の遂行に大きな支障を生じてい
るとの指摘が数多くある。教学組織内における意思決
定機能の分担と連携の関係を明確化」することと「専
門的業務や事務執行を事務組織に任せること」により，
教職員の「連携協力の下で質の高い意思決定を行い得
るような基本的な枠組みを整備する」という提言であ
った。これは今日の教職協働の制度的検討の初発の提
起であったといえよう。
　その後，文部科学省の教育施策において，ＦＤを

「教員が授業内容・方法を改善し向上させるための組
織的な取組の総称。その意味するところは極めて広範
にわたるが，具体的な例としては，教員相互の授業参
観の実施，授業方法についての研究会の開催，新任教
員のための研修会の開催などを挙げることができる。」

（中央教育審議会答申「我が国の高等教育の将来像」
2005）と大学教員の教授能力の向上に焦点をあてた用
語として限定的に定義・使用することとなっていく。
　つまり，1990年代以降，高等教育においては「開放
と交流」のスローガンのもとで規制緩和と構造改革（大
学審議会答申1998）が行われ，大学が「競争」と「評
価」による再編の対象となる。その中で，当時，文部
省は高等教育の再編の1つの切り口として「学内の機
能分担の明確化」として，教員は教育研究に力点を置
き，職員に「専門的業務や事務執行を事務組織に任せ」，
管理運営参画を強化・促進するという施策が導入され，
その役割分担を前提に大学ガバナンス改革を円滑に推
進するために，教員と職員間での「教職協働」関係づ
くりが重視されていったといえる。教員に向けたＦＤ
推進施策は，このような大学管理運営上の機能改革と
学生に焦点をあてた教育機能向上を期待して策定され
た事情が背景にあったと考えられる。

２．２　教員への授業改善に焦点化されたＦＤの展開
　さらに2005年9月の中教審答申「新時代の大学院教
育―教員の教育・研究指導能力の向上のための方策―」
を受け，教育の質保障や実質化が語られる文脈のなか
で，質保障の措置として2006年大学院段階でのＦＤ義
務化が図られた。その後，教育の質保障や実質化が強
調されるなかで，各種ＧＰ（good practice経費）等に
代表される財政支援によって，ＦＤの推進が図られる
ようになった。2008年4月には，大学院に続き学部段
階でもＦＤを義務化し，同年12月の中教審答申「学士
課程教育の構築に向けて」では，ＦＤを教員が授業内
容・方法を改善し向上させるための組織的な取組の総
称という定義を踏襲した。このＦＤ制度の実質化政策
は，各学校設立主体が国に対してＦＤ・ＳＤを実施す

る義務を負うという内容規定上の不鮮明さもあって，
答申全体の基調は，個々の大学等教員に対して「教授
法に関する不断の研究を行うこと」「積極的な参画」「責
務」を「要請」する形となっていた。その際，同答申
の前段の「ＦＤを単なる授業改善のための研修と狭く
解するのではなく」「教員団の職能開発として幅広く
捉えることが適当」であり，「ＦＤを実質化するには，
教員の自主的・自律的な取組が不可欠である」と記述
され，ＦＤ・ＳＤ実施における基本的要件であるとし
たことも確認しておく必要があるだろう。
　この制度の実施状況については，答申時の資料によ
ると2008（平成20）年の段階ですでに全国628大学86
％でＦＤが実施されていた。その後の文部科学省の「大
学における教育改善等の実施状況等について」２によ
れば，授業参観，学生授業評価ならびに教員同士の授
業評価，新任教員等への研修会・講演会，大学院生対
象のプレＦＤ，授業コンサルテーションが行われ，教
育方法等改善のためのセンター等の設置等の形でＦＤ
が多くの場合実施されていた。

２．３　職員へのＳＤ制度導入とプロフェショナル化
の要請

　ところで，2008年段階で，教員のＦＤだけではなく
職員の専門職性の高度化に関しても議論になっていた
ことも見落とせない。それは，日本高等教育学会とと
もに大学行政管理学会発足（1997年）以降の「大学職
員の専門性」についての議論と調査研究の積み重ねに
よるものである。大学行政管理学会では，「プロフェ
ッショナルとしての大学職員」３のあり方について検
討，提案している。大学職員のプロフェッショナル化
が進んでいるアメリカの事例を学び，国際業務を担当
する国際主幹やアドミッション・オフィサー，評価専
門官などの職種，学長の高度な管理運営能力を支える
プロフェッショナルとしての職員群の存在を期待する
ようになっていた。別の言い方をすれば，マネジメン
トや組織能力に長けたゼネラリストとしてでも，専門
分化した特定領域の専門家としてのスペシャリストと
してでも無い，プロフェショナルとしての職員像への
要請である。
　このことは，端的にいえば，大学運営における職員
の責任ある参画の仕方を実質化するための試行である
といえる。職員のプロフェショナル化については，意
見や立場の異なる両者から少し距離を置いた視点ある
いは鳥瞰図のような視点を持ち，かつ代替案，折衷案，
妥協案などを提案し折り合いをつけるpolicy maker的
な役割をもつ事も期待されていく４。その具体的な姿



－ 621 －

下田，他：国立教員養成系大学・学部における大学教職員の専門性開発

として，「アドミニストレーター」「学術支援専門職員」
「経営支援専門職員」といったインスティテューショ
ナル・リサーチャー（IRer），カリキュラム・コーデ
ィネーターが中教審大学分科会で提案（中教審大学分
科会「大学のガバナンス改革の推進について（審議ま
とめ）」2014）されたのである５。
　このように，教員と職員の大学の管理運営に関する
新しい機能分化に伴う「高度専門性」の育成が求めら
れるなかで，「教職協働」が強調されてきたという点
を見ておく必要がある。

２．４　「教育」と「研究」の役割・機能分化政策と
新しいＦＤ課題

　ここで見てきた機能分化は，教員と職員の役割分担
を指しており，したがって教職員間の「教職協働」と
いう学内での管理運営・人事関係の配慮事項であった。
　ところで，この教職間の協働ではなく，教員間の「教
育」と「研究」に重点を置いた教員間での役割・機能
分担とその協働という課題が，顕在化しつつあること
に留意する必要がある。それは，大学・大学院への専
門職業人養成という観点の拡充・展開政策の中で顕在
化してきている。
　専門職大学院としての法科大学院（2003年発足），
教職大学院（2008年発足）に加えて，2019年には専門
職大学・専門職短期大学が発足している。そこでは，
実務家教員を教員スタッフの３から４割以上を充当す
ることが設置基準として定められ，大学の教員スタッ
フとして多く採用することが奨励・推進（中教審大学
分科会審議まとめ「2040 年を見据えた大学院教育の
あるべき姿」2019.1）されている。それに先んじて，
2019年に発足した専門職大学・短期大学について審
議・提案した「実践的な職業教育を行う新たな高等教
育機関の在り方について「審議のまとめ」（実践的な
職業教育を行う新たな高等教育機関の制度化に関する
有識者会議，2015.3.27）においては，次のように記さ
れている。その高等教育機関の「教員の資格について
は，上の新たな高等教育機関（専門職大学ならびに専
門職短期大学―三石）の目的に照らし，教育上の指導
能力の有無に重点を置いたものとする。」としている。
その後，中教審大学分科会将来構想部会制度・教育改
革ワーキンググループでは，実務家教員の雇用促進を
議論しており，実務家教員の定義や導入の課題等につ
いて整理している。そこでは，「企業等と有機的に連
携」することに期待しながらも，「大学等における教
育に参画するだけの教授能力や知見を有し，かつ実務
の能力を有する者は，人数が十分ではなく，企業等で

の勤務との兼ね合いから時間的な制約もあり，各大学
が必要な実務の能力を有する者の参画を得られるかが
課題」とされ，採用時の工夫とともに採用後の研修，
つまりＦＤの重要性が強調されている（中教審大学分
科会「将来構想部会制度・教育改革ワーキンググルー
プ審議まとめ」2018.10）。
　この実務家教員の採用促進政策の導入により，これ
までとは異なる教員間での実務家教員と研究者教員と
の機能分化という傾向が生まれる可能性が予想され
る。事実，アメリカやオーストラリア，カナダ等では
そのような教員の役割分担を明記した採用と昇任制度
が進展している。

２．５　海外での「教育専念教員」制度の導入と日本
でのＦＤ構想の改革

　このことは，すでに教育に特化された教員，教育専
念教員（Teaching-Stream Faculty＝TSFと略記）のこと
として，アメリカ，カナダやオーストラリア等の高等
教育機関で導入されてきている教員スタッフの新しい
採用システムに類似している６という。沖によればこ
のTSF制度導入は，「教育の質を維持・向上させながら，
研究に専念できる体制を作ることがねらいであったた
めである。TSF制度は，一部の教員（TSF）に優れた
教育実践と先進的な教育関連研究を重点的に委託し，
他の教員（Research-Stream Faculty＝RSF）はその分を
研究に充当する仕組みであると考えられる。」という。
このことは，先にふれた大学審議会答申（1998）時の，
大学教員の教育と研究の担当機能を分化することに他
ならない。沖は，「制度としてのTSFや実質的な教育
専念教員はほとんどの国々で新しい仕組みであり，そ
れは教員団に分断をもたらし，伝統的な教育と研究の
両立の理念を破壊する懸念がある」こととともに，採
用・昇任，サバティカルや管理職への登用等の待遇や
地位に関する検討課題も出てくると指摘している。
　沖によるカナダのブリティッシュ・コロンビア大学
の調査結果では，2015年秋時点で255名のTSFが在職
し，その数は全専任教員2,336名の約11％をTSFが占め
ていたという。従来の研究と教育の両面に責任を持つ
研究者教員（RSF）の割合が減り，教育専念教員（TSF）
が増加していると報告している。同大学はTSFのテニ
ュア資格と昇進のための規準を改訂する等の先進事例
であるが，そこでは，教育（teaching），教育的リーダ
ーシップ（educational leadership），管理運営・社会貢
献（service）の３基準で講師，上級講師，終身専念教
授への昇任を決めていくこととなっている。なお，「研
究重点大学においては人数としてそれほど大きな占有
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率に至っていない」という報告からすると，専門職大
学・大学院等の専門職業人養成を高等教育機関のミッ
ションとする教員養成大学・学部では，今後どのよう
になっていくか，その実際と課題等について今後調査
／研究することも必要となっている。
　このようなTSFに関わる実務家教員を含めたＦＤの
在り方等の課題は，今後日本の専門職大学院（教職大
学院）の拡大に伴い，教員養成大学・大学院での焦眉
の課題となってくるのではないだろうか。
 （三石初雄）

２．６　教員養成ならではの専門性開発 ―「教師教育
者」について

　教員養成ならではの専門性開発を考える上で，昨今
我が国で広がりを見せている「教師教育者」の語につ
いて，触れておきたい。日本におけるこの語を使用し
た研究を概観すると，エマ・ウィラードによるトロイ
女子セミナリーに注目し，19世紀米国における専門的 

教師教育機関の成立の経緯を論じた佐久間亜紀 

（2000）７の研究が挙げられる。ただし，この研究は「教
師教育者」という語の概念を検討するものではなか
った。小柳和喜雄（2016， 2018）８は「教師教育者」に
関する研究動向をまとめ，我が国においては2010年代
に入ってからその研究が増えていることを指摘してい
る。我が国において2010年代以降に「教師教育者」と
いう語を用いて研究が取り組まれるようになった背景
には，フレッド・コルトハーヘンが2001年に著した

“The Pedagogy of Realistic Teacher Education”を，武田
信子が2010年に『教師教育学―理論と実践をつなぐリ
アリスティック・アプローチ―』９において，「Teacher 

Educator」を「教師教育者」と訳し，その役割や意義
を日本に紹介したことが，影響していると考えられ
る。その後，ジョン・ロックランがシリーズ編著を務
めた“Professional Learning”の第13巻として2014年に
コルトハーヘンらが著した“The Professional Teacher 

Educator: Roles Behaviour, and Professional Development 

of Teacher Educators”を武田らが2017年に『専門職と
しての教師教育者―教師を育てるひとの役割，行動と
成長』10と訳し，本のタイトルに「教師教育者」とい
う語を用いている。ただし同書で武田氏は，「『教師教
育者』ということばは，まだ日本においてその定義が
確定していると言えない段階であり」と述べている。
また，大坂ら（2020）11は「教師教育者」を「『教師を
育てる専門家』とし，実質的には高等教育機関に勤め，
教師教育者としての役割とアイデンティティを有し始
めた人物」としているが，現在にいたるまで，我が国

において明確な定義がなされているとは言い難い状況
にある。小柳（2016）12は，1990年代後半から教員養
成と関わる学部の組織的取り組みやＦＤに関する調査
研究の取り組みが行われてきたことを指摘している。
　そして，教員養成の専門性開発に関わる取り組み
において，広島大学の教育ヴィジョン研究センター

（EVRI）の取り組みが注目される。同センターは教員
養成の専門性開発に向けたプログラムに取り組んでい
る13。しかし，これらの研究調査やプログラムにおい
て，教師教育を行う者として，その教員の役割や教育
内容・方法，カリキュラムなどの検討は行われてきた
が，教員養成を担うものとしての職員の位置付け，ま
た教職協働が教員養成に果たす役割については十分に
語られていない。そのため，本論文を通して教員養成
における教職協働の意義について，述べていく。
 （望月耕太）

３．研究目的 ― 教職協働への再注目

　前章までは，おもに大学教員の立場から組織的研修
や専門性開発にかかわる展開をみてきたが，国立大学
法人化後，大学の経営・運営にかかわり，職員の役割
や職能開発が重視されている。具体的にはＳＤの展開・
充実として進められてきたが，先行研究も明らかにす
るとおり，大学審議会答申「21世紀の大学像と今後の
改革方策について－競争的環境の中で個性が輝く大学
－」（1998），中央教育審議会答申「学士課程教育の構
築に向けて」（2008）等を通じて，職員の専門性開発，
職業能力の高度化の必要性が指摘されてきた。
　中央教育審議会大学分科会「大学のガバナンス改革
の推進について（審議まとめ）」（2014）14は，事務職
員の高度化により，「事務職員が教員と対等な立場で
の『教職協働』によって大学運営に参画することが重
要」との認識が示されている。近年の大学分科会「教
育と研究を両輪とする高等教育の在り方について～教
育研究機能の高度化を支える教職員と組織マネジメン
ト～（審議まとめ）」（2021）15では学生支援面や高度
な専門職人材の配置等において，教職協働の進展を一
定程度評価しつつも，構成員ひとりひとりがチームと
して連携し，構成員の満足度を高める改革を求めてい
る。
　注目すべき先行研究は，大場淳編『大学職員の開発
―専門職化をめぐって』の研究を受けたIDE大学協会
の2010年8・9月号の特集である。『IDE－現代の高等
教育』は同号の中で「プロとしての大学職員」をテー
マに，浅原利正の「巻頭言」以下，10名の研究者がそ
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れぞれの立場により大学職員のあり方や大学職員の専
門職化の重要性，職員の育成方法，大学教員との協働
関係等について，論じている16。
　近年では『大学職員論叢』第8号（2020年3月）が「教
職協働―これまでとこれから」という特集をもち，山
本眞一「大学職員論のこれまでとこれから」の巻頭言
以下，5篇の論考を収録している17。同じく『大学マ
ネジメント』2020年8月号も「教職協働の最前線：大
学のミッションの実現に向けて」という特集を組み，
5篇の論考を収録する。「教職協働と簡単に言うな！」

「『教職協働』が無くなる日にむけて」等のタイトルか
らも，その難しさがうかがえる。「教職協働」が知ら
れるようになり30年ほどの月日が流れるが，依然その
ような特集が組まれることからも教職員の連携・協働
は道半ばといえる18。
　他方，山本貴大「大学職員の企画能力の開発に向け
た試論」（2020）は「これまでのＳＤに関する議論が，
個人・組織の学習に関する理論の枠組みを中心とした
検討に偏ったものであり，組織全体を射程に入れた組
織開発や組織デザイン，人的資源管理の観点からの考
察が不足していることで，ＳＤ自体が機能不全に陥っ
ている」との指摘があり，共感できる。学習理論の有
用性は言を待たないが，大学組織の特色や高等教育政
策・経営の視点なくしては，実効性を伴わないのであ
り，筆者も実践面を重視するものである19。
　このような背景のもと，大学における教職協働を主
とした専門性開発の機会の提供やそれぞれの特性に応
じた連携・協働を促すＦＤ・ＳＤ研修等が求められる
だろう。
　なお，本稿では詳論しないが，筆者らは大学教
職員の専門性・専門職性開発について，HATOプロ
ジ ェ ク ト を 運 営 す る4大 学 で は，PD（Professional 

Development）の概念によりとらえ，「教員養成なら
ではの大学教職員PDプログラム」（以下，HATO-PDP

と略称）を運営してきた。HATO-PDPにはさまざまな
特色があるとはいえ，本稿とのかかわりで述べれば，
HATO-PDPの大きな特色は大学教員・大学職員の双方
を対象としていることである。大学教員・職員を大学
運営の両輪ととらえ，一体的な職業能力の向上により，
教員養成高度化を軸足とした大学組織の開発を進めて
いる20。
　HATO-PDPは2015年後半からスタートし，2016年度・
2017年度の試行期間を経て，2017年度の補助金終了
後，本格実施へと進んでいる。その取組みの過程で，
ひとつ課題となっていることは，大学教員・大学職員
の特性に応じた専門性開発・専門職性開発の機会の開

発，提供である。これは当たり前のことを述べている
ようではあるが，「教職協働」による能力開発を進め
てきた基礎のうえでの次のステージである。以下の章
では，国立の教員養成系大学・学部の大学教職員への
専門性に関する調査結果をふまえた分析や考察を論じ
ていく。今後HATO-PDPは大学教員・大学職員の意識
により深く根差したプログラムの開発が求められるだ
ろう。
　以上をふまえ，本稿では次の研究上の問いをたてた。
①大学教員と大学職員は，それぞれ相手を（同僚とし
て，または専門性を備えた同組織のパートナーとして）
どのような時に必要と感じるのか。
②大学教員・大学職員の特性に応じた研修とはどのよ
うなものが考えられるのか。
 （下田誠）

４．研究方法

４．１　調査データの再分析
　本研究の２つの問い（第３章研究目的）を検証する
ために，８つの力（各下位4項目，計32項目）について，
52項目のアンケート調査（2019年度実施）で得られた
データの再分析を行う。

４．２　調査データの概要
　第１調査：教員養成に携わる大学・学部の教員と職
員の専門性に関する調査
１．目的：教員養成の担当教職員として求められる力
量を再検討する。
２．期間：2020（令和2）年１月６日（月）～2020 

（令和2）年１月31日（金）
３．対象：HATOプロジェクト4大学の常勤教員・職
員
４．方法：基本データ（勤務年数，教職課程担当等），
選択肢設問52問，自由記述2問。
事前に依頼文で告知を行い，質問紙調査のＵＲＬを，
学内ネットワーク等を利用して，配布し，インターネ
ットにより回答をしてもらう。回答は無記名により，
インターネット上で回収する。期間終了後，CSVファ
イルにてダウンロードし，計算ソフト，統計ソフトを
使用して統計解析を行う。
５．本研究ではダウンロードしたローデータを使用す
る。

【教員】　回答数237件，うち有効回答数236件　
【職員】　回答数199件，うち有効回答数199件　
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　第２調査：教員養成に携わる大学・学部の教員と職
員の専門性に関する調査（国立大学対象）
１．目的：教員養成の担当教職員として求められる力
量を再検討する。
２．期間：2020（令和2）年１月10日（金）～2020 

（令和2）年2月14日（金）
３．対象：教員養成系国立47大学のうち，HATOプロ
ジェクト構成4大学を除く43大学から調査協力の連絡
を得た30大学
４．方法：基本データ（勤務年数，教職課程担当等），
選択肢設問52問，自由記述2問。
事前に依頼文（資料１・資料２）で告知を行い，質問
紙調査のＵＲＬを，各大学担当者あてメールにて送付
し，教員職員各5名ずつに回答を依頼する。インター
ネットにより回答をしてもらう。回答は無記名により，
ネット上で回収する。期間終了後，CSVファイルにて
ダウンロードし，計算ソフト，統計ソフトを使用して
統計解析を行う。
５．質問項目：52の質問項目（資料３）は，ウェブサ
ービスによる質問調査方法をとる。
６．本研究ではダウンロードしたローデータを使用す
る。
　【教員】　回答数71件，うち有効回答数71件
　【職員】　回答数52件，うち有効回答数52件
 （荒巻恵子）

５．研究の結果

５．１　記述統計の結果
　本研究では，2019年度調査の結果を再分析し，教員
と職員との教職協働を検討するために，統計解析ソ
フトは，IBM SPSS Statistics 26，プログラミングR Ver. 

4.1.0を用いて，多変量解析による再分析を行った。調
査項目のうち8つの力量構造（表５－１）の32項目に
ついて，教員と職員の群間比較を行なった。
　その手続きははじめに，質問項目52項目に関する
教員と職員の群間の記述統計量を示す。HATO4大学，
国立30大学，計34大学からの回答数は教員307，職員
251で，合計558であった（表５－２）。次に，このう
ち8つの力量の32項目を抽出した結果を示す。教員，
職員もいずれも力量Ⅵの平均が8つの力量のうち最も
高く，教員（µ＝3.406），職員（µ＝3.41）であった（図
５－１，図５－２）。また共分散分析の結果において 

も，教員，職員とも高い相関（r＝0.61~0.74）を示した 

（図５－３，図５－４）。

５．２　力量Ⅵ「教員・職員と協働する力」の分析
　本研究では，国立大学（教員N=307・職員N=251）
の教職協働を検討するために，力量Ⅵ「教員・職員と
協働する力」に注目して，力量Ⅵと他の７つの力量に
ついて，回帰分析を行った。本研究では，国立大学教
員・職員の重回帰分析（下田ら，2020）21の欠損処理 

（系列平均値充当）を検討し，再分析も行った。8つの
力量構造の第Ⅵ因子である「教員・職員が協働する 

力」を従属変数（目的変数）として，他の７因子を独
立変数（説明変数）とした回帰分析の結果（表５－３・
図５－５），国立大学教員の教職協働において，力量
の第Ⅲ因子（教員養成カリキュラムの実際を知り，創
り変える力），第Ⅴ因子（学生の気質と生活の特徴，
学習スタイルを探る力），第Ⅶ因子（PD ネットワー
クを構築する力），第Ⅷ因子（評価・効果検証する力）
が影響していることが分かった。一方，国立大学職員

（R2（決定係数）=.583, p<.05）は第Ⅴ因子（β（標準
化偏回帰係数）=.213）と第Ⅶ因子（β=.446）に影響
を受けていた（表５－４・図５－６）。
　これらから，教員群と職員群の比較では，教員群 

は，力量Ⅲと，力量Ⅷが教職協働の因子として，職員
にはない因子として影響を受けていることがわかっ
た。このことを，さらに，教員群において，実務家教
員と研究者教員間での比較を行った（表５－５・表５
－６）。
 （荒巻恵子）

６．総合考察

　本研究の結果に基づけば，基本的に，Ⅰ（大学人（教
員養成系）として求められる力）～Ⅳ（教育実習関連
科目の現状と在り方を変える力）の変数は，相殺して
いるようである。時間的先後関係が，因果関係の条件
であるが，どちらもが先行し，後にもなる。相互の影
響関係は強いようでもあるが，それぞれが独立してい
ると解釈するのか，Ⅰ～Ⅳは（あるいはⅤ「教職志望
の学生の気質と生活の特徴，学習スタイルを探る力」
も含めて）一つにまとめてもよいということを示して
いるのか。後者とすれば，今後の「教員養成ならでは 

の」力量構造の見直しに際し，参考とすべき情報であ
る。
　筆者らはこのたびの多変量解析による再分析におい
て，従属変数Ⅵ（教員・職員と協働する力）の規定因
に注目した（表５－３・図５－５）。それは「教職協 

働」に注目するきっかけでもあったが，Ⅵの変数に対
し，大学教員・大学職員の双方においてⅤとⅦ（PD 
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Ⅰ「大学人（教員養成系）として求められる力」
①国の教育政策・中教審の答申等に関する理解
②課程認定，教育職員免許法に関する理解
③教員養成の歴史，国内外の教員養成をめぐる動向への理解
④学習／研究，教育の主体者としての学生（教授・学習理論）に関する理解
Ⅱ「学校教育と学校組織を知り，連携する力」
①教育委員会等教育関係機関の組織・制度，連携への理解
②附属学校の特色・役割と連携・協働についての理解
③学校現場と児童・生徒の実際に対する理解
④教育改善，授業改善についての方法と理解
Ⅲ「教員養成カリキュラムの実際を知り，創り変える力」
①自大学の教員養成に関わる理念と方針，AP・CP・DP に対する理解
②自大学の教員養成カリキュラムの現状と変遷に対する理解
③他大学の教員養成カリキュラムに対する理解
④教育科学・教科教育・教科専門の教員の各々の視点と強みに対する理解
Ⅳ「教育実習関連科目の現状と在り方を変える力」
①自大学の教育実習関連科目（教職実践演習等）の現状に対する理解
②他大学の教育実習関連科目の現状に対する理解
③国内外の教育実習のあり方に対する理解
④海外教育演習（模擬授業等含む）の開発と運営に対する理解
Ⅴ「教職志望の学生の気質と生活の特徴，学習スタイルを探る力」
①教職志望学生の気質と生活，学習スタイルの特徴に対する理解
②学生の出口並びにキャリア教育に対する理解
③学生の多様性（ダイバーシティ）に対する理解
④学生の特徴を生かした授業づくりに対する理解
Ⅵ「教員・職員と協働する力」
①他の教員・職員と円滑なコミュニケーションができる
②学内委員会業務等を通じて他の教員・職員と協働できる
③教職指導関連で教員・職員としてそれぞれの役割を発揮できる
④大学の管理・運営面において教員・職員と協働できる
Ⅶ「PD ネットワークを構築する力」
①近隣または分野ごとのFD・SD コンソーシアム等を知り，活用できる
②教室・講座単位での，または部課・係単位での授業改善，業務改善の組織づくりができる
③多様な勤務形態（非常勤等）の構成員と協働できる
④学校等教育機関，教育支援機関（医療福祉施設等）との連携を企画できる
Ⅷ「評価・効果検証する力」
①教員養成の質保証が求められる背景を説明できる
②ポートフォリオやルーブリック等，多様な評価方法を活用できる
③評価方法，効果検証の方法を学生や後進に指導できる
④自らの業務を省察（セルフレビュー）し，改善できる

表５－１　教員養成に携わる大学教員・職員に求められる８つの力の力量構造22
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度数
306
307
307
307
306
306
307
305
305
304
306
307
305
305
306
306
307
307
307
305
307
305
305
305
305
305
305
303
302
306
304
304
306
305
305
304
305
305
306
305
305
305
306
306
306
303
303
306
302
303
305
303

度数
251
251
251
249
250
251
251
251
251
248
251
249
250
249
251
247
250
250
251
250
251
250
250
251
248
249
251
250
250
251
250
250
251
250
250
250
250
251
251
250
249
251
249
249
249
250
251
249
251
249
251
251

最小値
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

最小値
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

最大値
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

最大値
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

平均値
3.42
3.33
2.80
3.42
2.84
3.54
3.62
3.30
3.07
3.10
3.20
3.37
3.57
3.45
3.25
3.11
2.75
3.21
3.24
3.01
3.38
2.71
3.15
2.60
3.31
3.23
3.31
3.33
3.44
3.37
3.42
3.08
3.53
3.30
3.52
3.40
3.49
3.27
3.33
3.10
3.25
3.28
3.19
3.00
2.97
3.52
3.12
3.24
3.21
3.38
3.07
3.29

平均値
3.34
3.42
2.71
3.49
2.46
2.96
3.37
3.35
3.04
2.82
3.25
3.12
2.97
3.13
3.43
3.29
2.64
2.93
2.90
2.71
3.22
2.62
3.01
2.33
3.25
2.83
3.01
3.20
3.10
2.82
3.11
2.98
3.29
3.40
3.61
3.47
3.37
3.27
3.50
2.99
3.08
3.35
2.94
2.93
2.82
2.65
2.65
2.78
2.97
3.24
2.93
3.02

標準偏差
0.655
0.705
0.814
0.688
0.804
0.606
0.605
0.642
0.713
0.711
0.713
0.689
0.615
0.621
0.758
0.775
0.674
0.727
0.709
0.752
0.697
0.762
0.675
0.841
0.668
0.710
0.667
0.678
0.702
0.667
0.655
0.743
0.596
0.683
0.585
0.663
0.618
0.713
0.672
0.710
0.624
0.672
0.747
0.836
0.778
0.602
0.702
0.704
0.685
0.640
0.744
0.716

標準偏差
0.744
0.724
0.749
0.685
0.883
0.766
0.717
0.673
0.755
0.728
0.695
0.702
0.778
0.777
0.709
0.707
0.753
0.773
0.769
0.839
0.742
0.784
0.731
0.833
0.753
0.777
0.754
0.702
0.746
0.768
0.739
0.758
0.733
0.671
0.599
0.628
0.798
0.713
0.647
0.717
0.801
0.708
0.765
0.870
0.812
0.925
0.842
0.846
0.843
0.719
0.805
0.790

教員 職員
項目

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

表５－２　52の質問項目に関する教員と職員の記述統計量の比較
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図５－１　教員の8つの力量の分布

図５－３　教員の8つの力量の共分散分析

図５－２　職員の8つの力量の分布

図５－４　職員の8つの力量の共分散分析

従属変数

独立変数

μ

23.8
23.0
23.0
18.6
18.4
20.0
18.8
22.8

標準化
偏回帰係数

β値
0.041
0.075
0.117

-0.041
0.212
0.304
0.216

P値
0.524
0.231
0.046
0.522
0.000
0.000
0.001

sd

3.6
3.5
3.5
3.3
3.4
3.3
3.5
3.7

t値
0.638
1.201
2.003

-0.641
3.644
5.147
3.447

共線性

VIF
3.489
3.384
2.944
3.576
2.923
2.997
3.360

Ⅵ
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
Ⅶ
Ⅷ

表５－３　国立大学教員の教職協働に関する回帰分析の結果（R2=.652, n=307）
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図５－５　国立大学教員の教職協働に関するパス図

 *** p < .001, ** p < .01, * p < .05, + p < .10

図５－６．国立大学職員の教職協働に関するパス図

 *** p < .001, ** p < .01, * p < .05, + p < .10

従属変数

独立変数

μ

23.9
21.7
21.7
17.9
17.3
18.2
18.1
20.2

標準化
偏回帰係数

β値
0.088

-0.051
0.038
0.009
0.213
0.446
0.090

P値
0.284
0.540
0.702
0.921
0.012
0.000
0.287

sd

3.9
3.7
4.0
3.6
3.7
3.7
3.8
4.6

t値
1.073

-0.614
0.383
0.100
2.535
5.667
1.066

共線性

VIF
3.935
3.975
5.619
5.234
4.104
3.605
4.111

Ⅵ
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
Ⅶ
Ⅷ

表５－４　国立大学職員の教職協働に関する回帰分析の結果（R2=.583, N=251）
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ネットワークを構築する力）が関連していた。このこ
とは，学生のこと，研修のことを考える際は，大学教員・
大学職員はとくにお互いのことを必要としていると判
断できる。さらに，大学教員については，Ⅲ（教員養
成カリキュラムの実際を知り，創り変える力）とⅧ（評
価・効果検証する力）の説明変数についても，Ⅵと関
連している。カリキュラム改革や再課程認定，質保証
や新たな評価方法の活用等を考えるにあたり，教員は
職員の協力を必要としているのだろう。このように考
えてくると，筆者の当初の想定以上に，大学教員と大
学職員はお互いを必要としており，大学の組織開発の
観点からも重視される。人事担当者・研修担当者は，「教
職協働」の推進において，Ⅲ・Ⅴ・Ⅶ・Ⅷに関わるテ
ーマの企画（研修会や協働の機会等）を取り上げると
効果も期待できるだろう。
　本調査の分析はさまざまな将来性を有する。本稿で
の分析は「大学教員」と大きくくくっているが，大学
教員には教育科学・教科教育・教科専門の教員や実務
家教員と研究者教員，また経験年数（初任からベテラ
ンまで）といった違いを検討することも可能である。
それによって，教員の類別に応じた認識の相違が浮か
び上がる可能性もある。また本研究は８つの力の相互

の関連を調べたものであるが，ある特定の力量に対
し，さらに細かく下位４項目のいずれが影響している
のか，みていくこともできる。
　表５－５と表５－６はその試みであり，「Ⅵ教員と
職員が協働する力」を目的変数にした重回帰分析の結
果である。ここで，Ⅲ・Ⅴ・Ⅶ・Ⅷの下位４項目（計
16項目）について個別にみてみると，「Ⅴ①教職志望
学生の気質と生活，学習スタイルの特徴に対する理解」
と「Ⅶ①近隣または分野ごとのＦＤ・ＳＤ コンソー
シアム等を知り，活用できる」，「Ⅶ③多様な勤務形態

（非常勤等）の構成員と協働できる」は実務家教員・
研究者教員の双方に高い値が示されている。しかし，
実務家教員については，「Ⅶ④学校等教育機関，教育
支援機関（医療福祉施設等）との連携を企画できる」
と「Ⅷ④自らの業務を省察（セルフレビュー）し，改
善できる」が，研究者教員については，「Ⅲ①自大学
の教員養成に関わる理念と方針，AP・CP・DP に対す
る理解」があがっている。実務家教員は職員と連携し
て教育実習やキャリア支援等の職務にあたっている現
状，こうした結果も推察しうるが，研究者教員は大学
のポリシーの策定にあたって職員との協働を意識して
いる点は興味深い。

 標準化偏回帰係数
（統制変数）
　実務家教員

（説明変数）
多様な勤務形態（非常勤等）の構成員と協働できる .273***

教職志望学生の気質と生活，学習スタイルの特徴に対する理解 .296***

自らの業務を省察（セルフレビュー）し，改善できる .162**

学校等教育機関，教育支援機関（医療福祉施設等）との連携を企画できる .208**

近隣または分野ごとのFD・SD コンソーシアム等を知り，活用できる .170*

 ***p<.001**p<.01 *p<.05

表５－５　教員と職員が協働する力を目的変数にした回帰分析（統制変数を実務家教員にした場合，R2=.771，n=141）

 標準化偏回帰係数
（統制変数）
　研究者教員

（説明変数）
近隣または分野ごとのFD・SD コンソーシアム等を知り，活用できる .211***

教職志望学生の気質と生活，学習スタイルの特徴に対する理解 .245***

多様な勤務形態（非常勤等）の構成員と協働できる .302***

自大学の教員養成に関わる理念と方針，AP・CP・DP に対する理解 .245***

 ***p<.001**p<.01 *p<.05

表５－６　教員と職員が協働する力を目的変数にした回帰分析（統制変数を研究者教員にした場合，R2=.545，n=166）
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　日本においては，今後ますます大学教員と大学職員
が連携して合意形成をはかり，それぞれの強みを活か
した形で，経営・教育の改善・改革を進めていくこと
が重要になると想定している23。筆者らも，HATOプ
ロジェクトの活動を通じて，教職協働や大学教員・職
員の専門性開発の研修を企画・運営してきたが，大学
組織の特色や本質を自覚化し，自主的・自律的に学び
を深められる機会，学習理論・組織開発論等をふまえ
た大学の将来に資するPDの開発を進めていきたいと
考えている。
 （下田誠）

７．まとめと残された課題

　本稿で検討された結果は，私たちが勤務していて，
日常的に感じている点をデータにより裏付ける面もあ
った。とりわけ教員養成系においての大学教員は，講
義等の教育活動を行う場合に，教える内容に加えて，
近年は教える方法あるいは学ぶ方法にも注意を払うよ
うになっており，アクティブ・ラーニングや実社会や
教育現場との接点を重視した学びなど，主体的で実践
的な学修をいかに担保するかに課題を持つ傾向が強ま
っている。このような状況において，例えばそうした
教育方法を実践するための最適な空間や施設・設備，
あるいは時間割にも連なるカリキュラム全般での「形
態的な」工夫をはかるためには，大学職員の協働はま
さに不可欠のものとなっている。一方で，多様化する
学生への対応や複雑化する学生生活が抱える問題への
対応には，大学教員の協働が大学職員からみても欠か
せない。人材養成の社会的機関である大学の教育実践
には，このような大学教員と大学職員の協働を必然の
ものとする具体的な社会的変化が大きな影響を与えて
いると思われるのである。
　また，今回の調査結果とその分析からは，このよう
な大きな変化のトレンドを「教員・職員両輪」の研修
のあり方を検討する際の傍証として明確に描き出して
いると思われる反面，研修内容や大学教員，大学職員
間に存在する，下位カテゴリーとしての職域における
専門性の差異と連続性が，今後の研修のあり方にどの
ようなインプリケーションとして課題化されるのか，
大きな問いも残されることになった。合わせて，「教
員養成ならではの」という当初に立てられたねらいに
応じて，今回の結果はどの程度の固有性と汎用性を持
つものであるのかという点も，さらに確かめられる必
要があるところとなった。
　けれどもこうして「教員養成ならではの」というコ

ンテクストのもとに，専門性開発をめぐる教職員の研
修のあり方を探る試みは，公教育とはそもそもなんで
あるのか，を不断の営みとして探る我々自身の省察活
動でもある。「教員・職員両輪」に即した研修場面を
考えるのであれば，一専門分野の教授者としての姿を
超えた大学の組織人・教育者としての意識を高める研
修機会の提供やカリキュラム作成場面に職員も関わる
機会を設ける等，教員と職員の相互の理解が深まり，
協働が生まれるような場面を考える必要を共有するこ
とが，本稿においてできているのではないかと思われ
る。
 （松田恵示）

附記

　本研究は，教員養成開発連携機構　研修・交流支援
プロジェクトの成果の一部である。
　本稿には令和３年度 日本教育大学協会研究集会（当
番校：福岡教育大学）におけるポスター発表の成果を
一部に含む。発表の際には貴重なご意見をいただいた。
ここに記して感謝申し上げたい。
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る」，鈴木宏祐・稲坂真紀「新たな事業創出を目指す教職

協働イノベーション研究―取り組み開始から第10回を迎え

て」，南部直気「教職協働における大学職員の役割と専門

性の獲得」，吉川倫子「常に前進する大学を目指して―教

職協働から教職学協働による大学改革」の論考をおさめる。

18　『大学マネジメント』2020年8月号には，本間政雄「教職協

働と簡単に言うな！」，真銅正宏「追手門学院大学の取組

み」，稲葉興己「玉川大学の取組み」，安田智宏「『教職協働』

が無くなる日にむけて」，山本淳司「コロナ禍と働き方改

革の今後―教職協働も視野に入れながら」をおさめる。

19　山本貴大「大学職員の企画能力の開発に向けた試論」『大

阪大学高等教育研究』８，2020年。大学組織の特色や高等

教育政策・経営の視点等から，教職協働に示唆を与える近

作に，羽田貴史『大学の組織とガバナンス』（高等教育研

究論集第１巻，東信堂，2019年），中島英博『大学教職員

のための大学組織論入門』（ナカニシヤ出版，2019年），村

上雅人『教職協働による大学改革の軌跡』（東信堂，2021年）

等があげられる。

20　HATO-PDPについては，下田誠・三石初雄「教員養成なら

ではの教職員PDプログラムの全体設計について」（教員養

成開発連携機構教員養成開発連携センター研修・交流支援

部門『研修・交流支援部門フォーラム―教員養成ならでは

の教職員PD（プロフェッショナル・ディベロップメント）

の開発―フォーラム資料集・平成28年度年次報告書』2017

年，9～24頁）等参照。2017年4月の大学設置基準の改正施

行によるいわゆるＳＤの義務化（大学教員にもＳＤへの参

加を求める内容を含む）は，HATO-PDPと足並みをそろえ

る取組みと受け止めているが，東京学芸大学の第3期中期

計画に含められたPDについては，別稿を予定している。

21　 下 田 誠・ 荒 巻 恵 子・ 三 石 初 雄・ 望 月 耕 太・ 松 田 恵

示「『教員養成ならではの大学教職員PD（Professional 

Development）プログラム』における大学教職員の専門性

に関する力量構造の見直しをめぐって」令和２年度日本教

育大学協会研究集会，2020年10月10日。

22　前掲『フォーラム資料集・平成28年度年次報告書』2017年，

9-24頁参照。

23　富岡直美らは，四国大学における大学社会的責任（USR）

にかかわる大学教職員の新任研修をとりあげ，教職協働に

よるディスカッションが参加した教職員に意識の変化をも

たらしていることを論じている。効果の存在を指摘するこ

との意味は問われるとはいえ，現場レベルでの具体事例と

して参考になる（富岡直美・田中智子・大野宏之「USRへ

の意識を高めるためのＦＤ・ＳＤ―教職協働初任者研修の

実践とその評価」『日本教育工学会論文誌』44，2020年）。
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資料２　国立大学宛　第2段階調査　依頼文
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 ※52の質問項目は、ウェブサービスによる質問調査方法をとった。
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国立教員養成系大学・学部における大学教職員の専門性開発
─教職協働を中心に─

Professional Development of Academic Faculty and Administrative Staff 
at Universities of Teacher Education and University Faculties of Education:

Focusing on Collaboration with Academic Faculty and Administrative Staff

下田　　誠・荒巻　恵子・三石　初雄・望月　耕太・松田　恵示

SHIMODA Makoto＊, ARAMAKI Keiko＊, MITSUISHI Hatsuo＊, MOCHIZUKI Keita＊ 
and  MATSUDA Keiji＊

次世代教育研究センター

Abstract

This paper focuses on the collaboration of academic faculty and administrative staff, discusses the professional 
development of faculty and staff of universities of teacher education and university faculties of education working in 
teaching training. We first review higher education policies and research trends related to the professional development 
of academic faculty and administrative staff, and confirm that collaboration of faculty and staff continues to be an issue. 
Furthermore, based on previous research, we developed two research questions related to collaboration of faculty and 
staff. We also present data on the results of a survey on the specialties of academic faculty and administrative staff 
in charge of teacher education conducted between January and February 2020 in the Training and Exchange Support 
Division, Center for Support Partnership in the Advancement of Teacher Education. 

Based on the results of multivariate analysis, we paid attention to the determinants of dependent variable VI (the 
ability and competence to collaborate with faculty and staff). Variables VI, V (the temperament and life characteristics of 
teaching aspirational students and the ability to explore learning styles), and VII (the ability and competence to build a 
professional development network) were related to both academic faculty and administrative staff. Although the details 
of the discussion are omitted, the results of this study demonstrated differences in awareness of academic faculty and 
administrative staff regarding the collaboration of faculty and staff in university faculties of education and the teacher 
training programs, and the items that promote cooperation between faculty and staff. This may contribute to future efforts 
to develop specialties of academic faculty and administrative staff.

Keywords: professional development, universities of teacher education and university faculties of education,  
course for the teaching profession, HATO project, collaboration with academic faculty and administrative staff

Research Center for Education in the Next Generation, Tokyo Gakugei University, 4-1-1 Nukuikita-machi, Koganei-shi, 
Tokyo 184-8501, Japan

＊　Tokyo Gakugei University (4-1-1 Nukuikita-machi, Koganei-shi, Tokyo 184-8501, Japan)
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要　旨

　本稿は，教員養成系大学・学部および教職課程に勤務する大学の教員・職員の専門性開発・能力開発をめぐ
り，教職協働に焦点をあて，論ずるものである。本稿では，まず大学教職員の専門性開発・能力開発をめぐる
高等教育政策と研究動向をふりかえり，引き続き教職協働が課題とされていることを確認する。さらに先行研
究の検討から，教職協働にかかわる２つのリサーチクエスチョンを得て，教員養成開発連携センター研修・交
流支援部門が2020年1月から2月にかけて実施した「教員養成に携わる大学・学部の教員と職員の専門性に関す
る調査の結果」のデータをもとに，多変量解析をおこなった。
　分析結果，著者らは従属変数Ⅵ（教員・職員と協働する力）の規定因に注目した。Ⅵの変数に対し，大学教
員・大学職員の双方においてⅤ（教職志望の学生の気質と生活の特徴，学習スタイルを探る力）とⅦ（PD ネ
ットワークを構築する力）が関連していた。考察の詳細は省略するが，本研究の結果から，教員養成系大学・
学部および教職課程における教職協働について大学教職員の意識の違いや両者の連携を促進する項目が示され
た。そのことは，将来の大学教職員の専門性開発の取組みに貢献しうるものと考えられる。

キーワード：プロフェッショナル・ディベロップメント，教員養成系大学・学部，教職課程，HATOプロジェ 
クト，教職協働


